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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　机や台の上、壁面、各種乗り物の内部を含むタブレット型コンピュータを設置しようと
する各所の設置面に備え付ける各種形式の支持装置に台座として取り付けられ、タブレッ
ト型コンピュータを支持するためのタブレット型コンピュータ用支持ホルダであって、
　前面に、タブレット型コンピュータの背面に対して当接可能な支持面を有し、後面に、
平面形状の取付部及び左右両側の支持固定部からなる取付部材が設けられて、前記取付部
材を介して前記支持装置に取り付けられる背面支持部材と、
　前記背面支持部材の上下両側部にそれぞれ前方に向けて断面略Ｌ字形に突出し、タブレ
ット型コンピュータの上下両側部を抱持可能に形成され、少なくとも一方は、前記背面支
持部材の後面で前記取付部材内にガイド部材を介して上下方向に移動可能に配設されるス
ライド部材の上部又は下部に設けられて上下方向に進退可能な可動式で、タブレット型コ
ンピュータの上側部又は下側部を抱持可能な位置と当該位置から離間する位置との間を進
退可能に取り付けられる上下両側部抱持部材と、
　前記背面支持部材の左右両側部にそれぞれ前方に向けて断面略直線形に突出し、タブレ
ット型コンピュータの左右両側部に当接支持可能に形成され、少なくとも一方は可動式で
他方との間の間隔を調整可能に前記背面支持部材の一方の側部に外側に向けて変位可能に
取り付けられる左右両側部支持部材と、
　前記スライド部材の後面に設けられ、上下方向に波形形状部を有するスライド係合部材
と、



(2) JP 5509136 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

　前記取付部材に取り付けるための取付ベース、前記取付ベースの下端から略Ｊ字形又は
略Ｌ字形に突出し、前記取付ベースに向けて傾動可能なばね作用を有するアーム、及び前
記アームの前記取付ベースとは反対側の面に凸状に形成される係止突起を有し、前記取付
ベースにより前記取付部材の前記取付部の内面に前記スライド部材のスライド係合部材に
対向して取り付けられ、前記係止突起が前記スライド係合部材の前記波形形状部に係合さ
れるストッパー部材と、
　前記取付部材の外側に錠前ユニットの鍵穴が表出され、前記ストッパー部材の前記取付
ベースと前記アームとの間に挿脱可能に錠前ユニットのロックプレートが配置されて、前
記取付部材に装着され、前記鍵穴に鍵を差し込み、施錠方向に回す操作により、前記ロッ
クプレートが前記ストッパー部材の前記取付ベースと前記アームとの間に挿入され、前記
アームの傾動を規制して前記可動式の側部抱持部材の上下方向の動きをロックし、前記鍵
を解錠方向に回す操作により、前記ロックプレートが前記取付ベースと前記アームとの間
から離脱し、前記アームの傾動規制を解除して前記可動式の側部抱持部材のロックを解除
する形式の錠前ユニットと、
を備え、
　前記背面支持部材が前記支持面を任意の方向に向けて前記支持装置に取り付けられ、タ
ブレット型コンピュータを前記支持面上に前記上下両側部抱持部材及び前記左右両側部支
持部材により支持固定し、
　前記錠前ユニットにより、前記可動式の側部抱持部材を、タブレット型コンピュータの
上側部又は下側部を抱持可能な位置でロックすることにより、タブレット型コンピュータ
を前記背面支持部材から取り外しできないようにした、
ことを特徴とするタブレット型コンピュータ用支持ホルダ。
【請求項２】
　背面支持部材と当該背面支持部材の上下両側部から突出される上下両側部抱持部材との
間隔はタブレット型コンピュータに用いる各種の保護カバーの厚さを含んでタブレット型
コンピュータの厚さよりも大きく設定され、タブレット型コンピュータを直接支持すると
きの前記間隔を調整するため、前記背面支持部材の支持面に、前記支持面とタブレット型
コンピュータの背面との間に介在させる間隔調整部材を着脱可能に備える請求項１に記載
のタブレット型コンピュータ用支持ホルダ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のタブレット型コンピュータ用支持ホルダを備えることを特徴と
する支持装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィス、工場、学校、家庭などで机や台の上又は壁面、また、自動車他各
種乗り物の内部などタブレット型コンピュータを設置しようとする各所の設置面に設置す
る各種形式の支持装置に台座として取り付けられ、タブレット型コンピュータを支持する
のに使用するタブレット型コンピュータ用支持ホルダ及びこれを備えた支持装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータの小型化技術や液晶などを利用した表示装置の小型化技術の進展に
より、ノート型コンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、携帯電話な
どの携帯型電子機器が幅広く普及されており、近時はさらに、液晶表示装置と入力手段と
を組み合わせて、一層の小型化を図ったタブレット型コンピュータが登場している。この
タブレット型コンピュータは小型、軽量で、携帯利便性に優れているだけでなく、タブレ
ット型表示装置としての液晶パネルにタッチパネル機能を付加して、キーボードなどを使
わずに情報を入力することができ、文字入力などの主な情報入力をタッチパネルを介して
行うために、コンピュータ本体の大きさや形状の自由度が大きく、ディスプレイ表示の閲
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覧性に優れているという利点がある。このようなタブレット型コンピュータの特長から、
タブレット型コンピュータは常時持ち歩き、行く先々で使用されるのみならず、その有す
る情報処理能力から、時として、例えばデスクトップ型コンピュータのように一箇所に設
置して、デスクトップ型コンピュータの代用品として使用することもできる。
【０００３】
　ところで、このようなタブレット型コンピュータを例えばデスクトップ型コンピュータ
のようにオフィス、工場、学校、家庭などで机や台の上又は壁面上、さらに自動車を含む
各種乗り物の内部など各所の所定の位置に設置しようとする場合、タブレット型コンピュ
ータを支持装置により設置し、タブレット型コンピュータを使用するときにこのコンピュ
ータを机や台の上の所定の位置あるいは壁面上の所定の位置に配置し、使用しないときは
このコンピュータを当該所定の位置から離れて邪魔にならない適宜の位置に移動できるよ
うにすることが好ましい。この種の支持装置が特許文献１により提案されている。
　この文献１の支持装置は、取付状態で天板上に立設される基部シャフトと、ノート型パ
ソコンなどの機器を搭載可能な機器載置台と、載置台に基部シャフトと平行になる状態に
立設される可動シャフトと、可動シャフトと基部シャフトとの間に配設されるパンタグラ
フ機構とを具備し、ノート型パソコンなどの機器を搭載した機器載置台を、不使用時には
机上のスペースを有効利用可能な後退位置に上げて格納し、使用時に機器を操作し易い机
上面に引出し下降させるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－６７０８４公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の支持装置では、機器載置台が主台と、主台の左右両側に配設
される左右両側位置決め台と、主台の前側に配設される前側位置決め台とを備え、全体が
平面形状に形成されるため、タブレット型コンピュータのような薄形の平板形状の機器の
場合、表示面を上向きにして載せる他なく、このような上向きの表示面では表示面が見え
にくく、また、タッチパネルの操作も行いにくいという問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような従来の問題を解決するもので、オフィス、工場、学校、家庭など
で机や台の上又は壁面、また、自動車他各種乗り物の内部を含む各所の設置面に備え付け
る各種形式の支持装置に台座として取り付けて、当該設置面上にタブレット型コンピュー
タを、このコンピュータの表示面をユーザが見やすく、タッチパネルの操作も行いやすい
任意の方向に向けて設置することのできるタブレット型コンピュータ用支持ホルダ及びこ
れを備えた支持装置を提供すること、を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、
　机や台の上、壁面、各種乗り物の内部を含むタブレット型コンピュータを設置しようと
する各所の設置面に備え付ける各種形式の支持装置に台座として取り付けられ、タブレッ
ト型コンピュータを支持するためのタブレット型コンピュータ用支持ホルダであって、
　前面に、タブレット型コンピュータの背面に対して当接可能な支持面を有し、後面に、
平面形状の取付部及び左右両側の支持固定部からなる取付部材が設けられて、前記取付部
材を介して前記支持装置に取り付けられる背面支持部材と、
　前記背面支持部材の上下両側部にそれぞれ前方に向けて断面略Ｌ字形に突出し、タブレ
ット型コンピュータの上下両側部を抱持可能に形成され、少なくとも一方は、前記背面支
持部材の後面で前記取付部材内にガイド部材を介して上下方向に移動可能に配設されるス
ライド部材の上部又は下部に設けられて上下方向に進退可能な可動式で、タブレット型コ
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ンピュータの上側部又は下側部を抱持可能な位置と当該位置から離間する位置との間を進
退可能に取り付けられる上下両側部抱持部材と、
　前記背面支持部材の左右両側部にそれぞれ前方に向けて断面略直線形に突出し、タブレ
ット型コンピュータの左右両側部に当接支持可能に形成され、少なくとも一方は可動式で
他方との間の間隔を調整可能に前記背面支持部材の一方の側部に外側に向けて変位可能に
取り付けられる左右両側部支持部材と、
　前記スライド部材の後面に設けられ、上下方向に波形形状部を有するスライド係合部材
と、
　前記取付部材に取り付けるための取付ベース、前記取付ベースの下端から略Ｊ字形又は
略Ｌ字形に突出し、前記取付ベースに向けて傾動可能なばね作用を有するアーム、及び前
記アームの前記取付ベースとは反対側の面に凸状に形成される係止突起を有し、前記取付
ベースにより前記取付部材の前記取付部の内面に前記スライド部材のスライド係合部材に
対向して取り付けられ、前記係止突起が前記スライド係合部材の前記波形形状部に係合さ
れるストッパー部材と、
　前記取付部材の外側に錠前ユニットの鍵穴が表出され、前記ストッパー部材の前記取付
ベースと前記アームとの間に挿脱可能に錠前ユニットのロックプレートが配置されて、前
記取付部材に装着され、前記鍵穴に鍵を差し込み、施錠方向に回す操作により、前記ロッ
クプレートが前記ストッパー部材の前記取付ベースと前記アームとの間に挿入され、前記
アームの傾動を規制して前記可動式の側部抱持部材の上下方向の動きをロックし、前記鍵
を解錠方向に回す操作により、前記ロックプレートが前記取付ベースと前記アームとの間
から離脱し、前記アームの傾動規制を解除して前記可動式の側部抱持部材のロックを解除
する形式の錠前ユニットと、
を備え、
　前記背面支持部材が前記支持面を任意の方向に向けて前記支持装置に取り付けられ、タ
ブレット型コンピュータを前記支持面上に前記上下両側部抱持部材及び前記左右両側部支
持部材により支持固定し、
　前記錠前ユニットにより、前記可動式の側部抱持部材を、タブレット型コンピュータの
上側部又は下側部を抱持可能な位置でロックすることにより、タブレット型コンピュータ
を前記背面支持部材から取り外しできないようにした、
ことを要旨とする。
　この場合、背面支持部材と当該背面支持部材の上下両側部から突出される上下両側部抱
持部材との間隔はタブレット型コンピュータに用いる各種の保護カバーの厚さを含んでタ
ブレット型コンピュータの厚さよりも大きく設定され、タブレット型コンピュータを直接
支持するときの前記間隔を調整するため、前記背面支持部材の支持面に、前記支持面とタ
ブレット型コンピュータの背面との間に介在させる間隔調整部材を着脱可能に備えること
が好ましい。
　また、上記目的を達成するために、本発明の支持装置は、上記に記載のタブレット型コ
ンピュータ用支持ホルダを備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のタブレット型コンピュータ用支持ホルダ及びこれを備えた支持装置によれば、
上記の構成により、背面支持部材が支持面を任意の方向に向けて支持装置に取り付けられ
、タブレット型コンピュータを支持面上に上下両側部抱持部材及び左右両側部支持部材に
より支持固定するようにしたので、オフィス、工場、学校、家庭などで机や台の上又は壁
面、また、自動車他各種乗り物の内部を含むタブレット型コンピュータを設置しようとす
る各所の設置面に備え付ける各種形式の支持装置に台座として取り付けて、当該設置面上
にタブレット型コンピュータを、このコンピュータの表示面をユーザが見やすく、タッチ
パネルの操作も行いやすい任意の方向に向けて設置することができる。そして、この場合
、可動式の支持装置を採用することにより、タブレット型コンピュータを使用するときに
このコンピュータを机や台の上又は壁面上、また各種乗り物内などの所定の位置にコンピ
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ュータの表示面をユーザの使いやすい所定の方向に向けて配置することができ、使用しな
いときはこのコンピュータを当該所定の位置から離れて邪魔にならない適宜の位置に移動
することができる。
　また、このタブレット型コンピュータ用支持ホルダ及びこれを備えた支持装置によれば
、可動式の側部抱持部材の上下方向の動きをロックする錠前ユニットを備え、この錠前ユ
ニットにより、可動式の側部抱持部材を、タブレット型コンピュータの上側部又は下側部
を抱持可能な位置でロックすることにより、タブレット型コンピュータを背面支持部材か
ら取り外しできないようにしたので、タブレット型コンピュータを支持ホルダにセットし
たまま放置していても、タブレット型コンピュータを支持ホルダから取り外すことができ
ないため、ユーザ同士の錯誤によるコンピュータの取り違いやコンピュータの盗難を確実
に防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態におけるタブレット型コンピュータ用支持ホルダを示す斜
視図
【図２】同支持ホルダの構成を示す図（（ａ）は底面図（ｂ）は正面図（ｃ）は側面図）
【図３】同支持ホルダに備えるストッパー部材を施錠部材の一部とともに示す側面断面図
【図４】同支持ホルダに備える上側部抱持部材及びスライド部材を示す図（（ａ）は斜視
図（ｂ）は断面図）
【図５】同支持ホルダに備える左右両側部支持部材の回動アームと支持アームの取付構造
を示す平面断面図
【図６】同支持ホルダに備える間隔調整部材を示す図（（ａ）は平面図（ｂ）は側面図）
【図７】同支持ホルダの使用例として、同支持ホルダにタブレット型コンピュータを保護
カバーに入れたままセットする場合の態様を示す斜視図
【図８】同支持ホルダの使用例として、同支持ホルダにタブレット型コンピュータに保護
カバーを用いず、タブレット型コンピュータそれ自体を直接セットする場合の態様を示す
斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、この発明を実施するための形態について図を用いて説明する。図１にタブレット
型コンピュータ用支持ホルダの全体構成を示し、図２乃至図６にこの支持ホルダの各部の
構成を示している。図１に示すように、タブレット型コンピュータ用支持ホルダ１は、机
や台の上又は壁面上、さらに各種乗り物の内部（室内）を含むタブレット型コンピュータ
を設置しようとする各所の設置面に備え付ける各種形式の支持装置に、タブレット型コン
ピュータを支持固定する台座として取り付けられ、タブレット型コンピュータの背面に対
して当接可能な支持面１１を有し、支持装置に取り付けられる背面支持部材１０と、背面
支持部材１０の上下両側部にそれぞれ前方に向けて断面略Ｌ字形に突出し、タブレット型
コンピュータの上下両側部を抱持可能に形成され、少なくとも一方はタブレット型コンピ
ュータの上側部又は下側部を抱持可能な位置と当該位置から離間する位置との間を進退可
能な可動式の側部抱持部材２０Ｍとして背面支持部材１０の一方の側部に取り付けられる
上下両側部抱持部材２０と、背面支持部材１０の左右両側部にそれぞれ前方に向けて断面
略直線形に突出し、タブレット型コンピュータの左右両側部に当接支持可能に形成され、
少なくとも一方は他方との間の間隔を調整可能に背面支持部材１０の一方の側部に外側に
向けて変位可能な可動式の側部支持部材３０Ｍとして背面支持部材１０の一方の側部に取
り付けられる左右両側部支持部材３０とを備えて構成される。
【００１１】
　この実施の形態では、支持ホルダ１は各部がステンレスなどの金属材により形成され、
次のような構成を備える。
【００１２】
　図２に示すように、背面支持部材１０は一般的なサイズのタブレット型コンピュータの
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背面に当接可能に当該背面よりも少し小さい略長方形の平板に形成され、この平板の後面
に取付部材１２０が形成されて、前面がタブレット型コンピュータの背面に対する支持面
１１で、後面側がこの背面支持部材１０を支持装置に取り付けるための取付面１２になっ
ている。この場合、この平板の中央に円形の穴１３０と当該穴１３０の上下縁部に上下方
向に切り込まれる溝１３１とからなる係止穴１３が穿たれて、この係止穴１３により支持
面１１に後述する間隔調整部材４０が固定可能になっている。また、この平板の後面側の
取付部材１２０は水平断面が略ハット形に形成されて、背面支持部材１０の取付面１２よ
りも小さい略矩形の平面形状からなり、当該平面の左右両側の上下所定の位置に支持装置
と結合するためのねじ挿通穴を有する取付部１２１と、この取付部１２１の左右両側部に
それぞれ略直角に延びる断面略Ｌ字形形状からなり、取付部１２１に対して直角の各面の
下部側の所定の範囲に開口１２３を有する一対の支持固定部１２２とを有する。また、こ
の取付部材１２０には、後述するスライド部材１６に係合可能なストッパー部材１４と、
後述する上側部抱持部材の動きを規制する施錠部材１５が設けられる。
　ストッパー部材１４はプラスチック材により形成され、図３に示すように、上下方向に
長い略長方形の取付ベース１４１と、この取付ベース１４１の下端から略Ｊ字形又は略Ｌ
字形に突出され、取付ベース１４１に向けて傾動可能なばね作用を有するアーム１４２と
、このアーム１４２の取付ベース１４１とは反対側の面で上部側に凸状に形成される係止
突起１４３とを有する。このストッパー部材１４は取付部材１２０の内面中央の上部側に
後述するスライド部材１６のストッパー係合部材１７に対向可能にねじなどにより取り付
けられる。施錠部材１５は、図２に示すように、少なくとも上下両側部抱持部材２０の可
動式の側部抱持部材２０Ｍが背面支持部材１０の上部又は下部から前方に向けて突出され
、タブレット型コンピュータの上側部を抱持可能な位置で、側部抱持部材２０Ｍの動きを
規制して施錠するもので、この場合、正面の鍵穴１５０に鍵を差し込み、回すことにより
、ロータを回転し、これに連動してロックプレート１５１をロック位置とアンロック位置
との間で進退させる構造の錠前ユニットが採用され、この錠前ユニット１５は取付部材１
２０にストッパー部材１４に近接して、鍵穴１５０を取付部材１２０の外側に表出して装
着される。このようにして鍵を錠前ユニット１５の鍵穴１５０に差し込み所定の方向に回
すことにより、図３に示すように、ロックプレート１５１がストッパー部材１４の取付ベ
ース１４１とアーム１４２との間に挿入され、アーム１４２の前後方向の動きを規制して
ロックし、鍵をその反対に回すことにより、ロックプレート１５１をストッパー部材１４
の取付ベース１４１とアーム１４２との間から離脱して、アーム１４２のロックを解除す
るようになっている。
【００１３】
　図２に示すように、上下両側部抱持部材２０のうち、上側部抱持部材２０（２０Ｍ）は
上下方向に進退可能な可動式の側部抱持部材で、下側部抱持部材２０は左右方向に移動可
能な可動式の側部抱持部材２０ｐになっている。
　上側部抱持部材２０Ｍは背面支持部材１０の後面側に設けられるスライド部材１６の上
部又は下部に一体的に断面略Ｌ字形に形成され、スライド部材１６が背面支持部材１０の
後面側に、スライド部材１６を上下方向に移動案内するためのガイド部材１８、及びスラ
イド部材１６を上下方向任意の位置で固定するためのストッパー部材１４を介して配設さ
れて、スライド部材１６により上下方向にスライド可能に取り付けられる。
　この場合、スライド部材１６は、図４に示すように、支持ホルダ１の各部と同じ金属材
料により、背面支持部材１０の後面の取付部材１２０の平面積よりも小さい略矩形状の平
板に形成され、この平板の左右両側にそれぞれ、上下方向に延びる細長いスリット状の一
対のガイド穴１６０が切り込み形成される。なお、このスライド部材１６は下部中央に略
コ字形の溝１６１が形成される。また、このスライド部材１６の後面には、図３に示すよ
うに、背面支持部材１０の取付部材１２０に設けられるストッパー部材１４に係合可能な
ストッパー係合部材１７が設けられる。このストッパー係合部材１７はプラスチック材料
により形成され、上下方向に長いプレート状に形成され、その一方の面にストッパー部材
１４の係止突起１４３が係合可能な波形形状部１７１が形成される。このストッパー係合
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部材１７はスライド部材１６の後面中央の上部側にねじなどにより取り付けられる。この
スライド部材１６は、図４に示すように、背面支持部材１０の後面に、各ガイド穴１６０
の両側にスラストワッシャ１８０を介してスライド部材１６の各ガイド穴１６０から背面
支持部材１０に挿通されてかしめられる一対のガイドピン１８１により、上下方向に摺動
可能に組み立てられる。なお、この場合、一対のガイドピン１８１は２組設けられる。一
方の組の各ガイドピン１８１は背面支持部材１０の上側部に近接する所定の位置に挿通さ
れ、スライド部材１６の各ガイド穴１６０の上縁部が衝接されてスライド部材１６の下方
への移動が規制され、他方の組の各ガイドピン１８１は一方の組の各ガイドピン１８１の
位置より下の所定の位置に挿通され、スライド部材１６の各ガイド穴１６０の下縁部が衝
接されてスライド部材１６の上方への移動が規制される。
　このようなスライド部材１６の上部に、図２に示すように、上側部抱持部材２０Ｍは略
Ｌ字形に一体形成されて、スライド部材１６の上部から前方に所定の長さに延びる水平面
２０１と、この水平面２０１の先端で下方に所定の長さに延びる垂直面２０２とからなる
。この場合、背面支持部材１０と当該背面支持部材１０の上下両側部から突出される上下
両側部抱持部材２０（の垂直面２０２）との間隔はタブレット型コンピュータに用いる各
種の保護カバーの厚さを含んでタブレット型コンピュータの厚さに対応可能に、タブレッ
ト型コンピュータそれ自体の厚さよりも大きく設定される。また、垂直面２０２の長さは
この垂直面２０２がタブレット型コンピュータの正面側の上部縁部に係止可能に適宜の寸
法が設定される。この上側部抱持部材２０Ｍの内面にクッション材２１が付着される。
　このようにして上側部抱持部材２０Ｍは背面支持部材１０の上側部に背面支持部材１０
の後面に摺動可能に配設されるスライド部材１６を介して上下方向に進退可能に配置され
、背面支持部材１０後面のスライド部材１６のストッパー係合部材１７に対して背面支持
部材１０の後面に取り付けられる取付部材１２０のストッパー部材１４が係合される。こ
のようなストッパー係合部材１７とストッパー部材１４との係合により、上側部抱持部材
２０Ｍを上方に引き上げたり下方に押し下げたりすると、この上側部抱持部材２０Ｍの動
きに応じて、スライド部材１６のストッパー係合部材１７の波形形状部１７１に対してス
トッパー部材１４の係止突起１４３がアーム１４２のばね作用により弾性的に係脱され、
そして、上側部抱持部材２０Ｍをある高さで停止すると、その位置でストッパー係合部材
１７の波形形状部１７１に対してストッパー部材１４の係止突起１４３が弾性的に係合し
、上側部抱持部材２０Ｍを当該高さに固定するようになっている。また、この場合、鍵を
錠前ユニット１５の鍵穴１５０に差し込み所定の方向に回すことにより、ロックプレート
１５１がストッパー部材１４の取付ベース１４１とアーム１４２との間に挿入されて、ア
ーム１４２の前後方向の動きを規制し、スライド部材１６の上下方向の動き、すなわち上
側部抱持部材２０Ｍをロックすることができる。
　一方、下側部抱持部材２０は、図２に示すように、背面支持部材１０の後面側に回動可
能に取り付けられ、先端が当該背面支持部材１０の下側部から突出される左右一対の回動
アーム３１と、これらの回動アーム３１の先端に当該先端の回りを上下方向に回動可能に
取り付けられ、前方に向けて略コ字形に突出される左右一対の抱持部材２０ｐとを有し、
各回動アーム３１の回動位置により各抱持部材２０ｐ間の間隔を調整し、各抱持部材２０
ｐの回動により各抱持部材２０ｐをタブレット型コンピュータの下側部に合わせて角度を
調整するようになっている。この場合、一対の回動アーム３１はそれぞれ左右両側部支持
部材３０の一対の回動アームと共通で、この回動アーム３１の説明については左右両側部
支持部材３０の説明の中で併せて行う。一対の抱持部材２０ｐはそれぞれステンレスなど
の金属材の平板を略コ字形の溝形に折曲形成され、片側一方の側面部に軸挿通穴２０３が
穿たれる。この抱持部材２０ｐの内面にはクッション材２２が付着される。なお、この抱
持部材２０ｐの溝幅は既述の背面支持部材１０と当該背面支持部材１０の上側部から突出
される上側部抱持部材２０Ｍ（の垂直面２０２）との間隔に対応する。
【００１４】
　図２に示すように、左右両側部支持部材３０は共に左右方向に変位可能な可動式の側部
支持部材３０Ｍになっていて、下側部抱持部材２０（２０ｐ）とともに組み立てられる。
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　左右両側部支持部材３０は、背面支持部材１０の後面側に回動可能に取り付けられ、先
端が当該背面支持部材１０の両側部から突出される一対の回動アーム３１と、これら一対
の回動アーム３１の先端に当該先端の回りを上下方向に回動可能に取り付けられ、前方に
向けて突出される支持アーム３２とからなり、各回動アーム３１の回動位置により左右両
側部支持部材３０間の間隔を調整し、各支持アーム３２の回動により各支持アーム３２を
タブレット型コンピュータの一方の側部に合わせて角度を調整するようになっている。
　この場合、一対の回動アーム３１はそれぞれステンレスなどの金属材により細長い平板
に形成され、両端部平面の所定の範囲が支持アーム３２及び抱持部材２０ｐの取付部でこ
の範囲の平面が両端部間の中間面に対して段差が付けられて中間面より高く、取付時の状
態で言えば、中間面よりも前方に突き出された形状になっている。この一方の端部の平面
に支持アーム３２を軸支するための軸挿通部３１１が穿たれ、他方の端部の平面に抱持部
材２０ｐを軸支するための軸挿通部３１２が穿たれ、さらに、中間面で他方の端部側に回
動アーム３１を相互に軸支するための軸挿通部３１３が穿たれる。一対の支持アーム３２
はそれぞれステンレスなどの金属材の平板を略Ｌ字形に折曲形成され、折曲部を境に一方
の側の平面部が取付部３２１で軸挿通部３２０が穿たれ、他方の側がタブレット型コンピ
ュータのための支持部３２２になっている。この支持アーム３２の内面にはクッション材
２３が付設される。このようにして各支持アーム３２は、図５に示すように、各回動アー
ム３１の一方の端部に相互の軸挿通部３２０、３１１を樹脂ワッシャ３６を介して合わせ
軸３３を通してかしめることにより、当該端部の回りを上下方向に回動可能に取り付けら
れて前方に向けて突出される。各抱持部材２０ｐは、図２に示すように、各回動アーム３
１の他方の端部に相互の軸挿通部２０３、３１２を合わせ軸３４を通して当該端部の回り
を上下方向に回動可能に取り付けられて前方に向けて突出される。そして、これらの回動
アーム３１は略Ｘ形に交差されて相互の軸挿通部３１３を摩擦抵抗を有するワッシャを介
して合わせられ、背面支持部材１０の後面中央の下部側所定の位置から挿着固定された軸
３５を通されて上下方向に回動可能に取り付けられる。このように各回動アーム３１、各
支持アーム３２及び各抱持部材２０ｐが組み立てられて、各回動アーム３１の回動により
左右両側の各支持アーム３２間の間隔及び各抱持部材２０ｐ間の間隔を調整し、各支持ア
ーム３２及び各抱持部材２０ｐの回動により各支持アーム３２及び各抱持部材２０ｐをタ
ブレット型コンピュータの各側部に合わせて角度を調整するようになっている。
【００１５】
　また、この支持ホルダ１は、既述のとおり、背面支持部材１０と背面支持部材１０の上
下両側部から突出される上下両側部抱持部材２０との間隔はタブレット型コンピュータに
用いる各種の保護カバーの厚さを含んでタブレット型コンピュータの厚さよりも大きく設
定されており、この支持ホルダ１では、タブレット型コンピュータを直接支持するときの
間隔を調整するため、背面支持部材１０の支持面１１に、支持面１１とタブレット型コン
ピュータの背面との間に介在させる間隔調整部材４０を着脱可能に備える。この場合、間
隔調整部材４０は、図６に示すように、取付プレート４１と、この取付プレート４１上に
重ねて接合されるクッション材４２とより構成される。取付プレート４１は金属材又はプ
ラスチック材により背面支持部材１０の支持面１１よりも小さい横長の長方形に形成され
、その後面の中央に背面支持部材１０中央の係止穴１３に係合可能な係止部材４０１とし
て、当該係止穴１３の円形の穴１３０に挿通可能に当該円形の穴１３０に対応する円形の
軸４０２、及び軸４０２の端部の左右縁部から左右方向に突出する当該係止穴１３の各溝
１３１に対応する突状部４０３が一体に形成される。クッション材４２はスポンジやウレ
タンなどにより取付プレート４１の平面と略同じ大きさで所定の厚さを有する板状に加工
される。このクッション材４２は取付プレート４１の前面に接着剤を介して接合される。
この間隔調整部材４０を背面支持部材１０の支持面１１に取り付ける場合、図２を参照す
ると、取付プレート４１を背面支持部材１０の支持面１１に向けた状態から、間隔調整部
材４０を係止部材４０１と係止穴１３の形状を相互に合わせるように９０度回転させて、
係止部材４０１を係止穴１３に挿通し、係止部材４０１を係止穴１３に挿通したら、この
間隔調整部材４０を９０度戻す方向に回転し、係止部材４０１の左右の突状部４０３を係
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止穴１３の左右縁部に係止して、支持面１１に設置する。なお、この間隔調整部材４０の
係止部材４０１が背面支持部材１０の係止穴１３に係止された場合、この係止部材４０１
が背面支持部材１０の後面側のスライド部材１６の動作領域に突出されるが、スライド板
１６の下部中央に既述のとおり略コ字形の溝１６１が形成されているので、係止部材４０
１がスライド部材１６の動作に干渉することがない。間隔調整部材４０を背面支持部材１
０の支持面１１から取り外す場合は、上記の取付操作と反対の操作を行えばよい。
【００１６】
　このように支持ホルダ１は、タブレット型コンピュータの背面に対して当接可能な支持
面１１を有し、支持装置に取り付けられる背面支持部材１０と、タブレット型コンピュー
タの上側部を抱持可能に形成され、上下方向に進退可能な可動式の側部抱持部材２０Ｍ、
及び下側部を抱持可能に形成され、左右方向に移動可能な可動式の一対の側部抱持部材２
０ｐからなる上下両側部抱持部材２０と、タブレット型コンピュータの左右両側部に当接
支持可能に形成され、左右間の間隔を調整可能に外側に向けて変位可能な可動式の支持部
材３０Ｍからなる左右両側部支持部材３０とを備え、背面支持部材１０が支持面１１を任
意の方向に向けて支持装置に取り付けられ、タブレット型コンピュータを支持面１１上に
上下両側部抱持部材２０及び左右両側部支持部材３０により支持固定する構造になってい
る。
　なお、ここでは支持装置についての詳しい説明を省略するが、支持装置は本願出願人が
先に出願した発明（特願２０１０－２４７５８２）のシステムレールユニットに用いられ
るシステムレールや支持アームが採用されることが好ましい。この場合、支持ホルダはシ
ステムレールや支持アームの取付プレートにねじにより取り付けられる。また、この支持
装置は既存の各種形式の支持アームが採用されてもよく、この場合、背面支持部材１０後
面の取付面１２の構成が適宜変更され、支持アームの先端に周知の傾動式又は固定式の連
結手段を介して取り付けられる。
【００１７】
　図７及び図８を用いてこの支持ホルダ１の使い方を説明する。図７にこの支持ホルダ１
にタブレット型コンピュータを保護カバーに入れたままセットする場合を示している。な
お、保護カバーに入れたタブレット型コンピュータをセットする場合、間隔調整部材４０
は使用しないため、支持ホルダ１から間隔調整部材４０を取り外しておく。この場合、ま
ず、支持ホルダ１の上側部抱持部材２０Ｍを上方に必要な適宜の高さまで引き上げて、背
面支持部材１０の上部を開放する。このとき、上側部抱持部材２０Ｍの動きに応じて、ス
ライド部材１６が背面支持部材１０の後面側で上方に向けて摺動し、（図３参照）このス
ライド部材１６のストッパー係合部材１７の波形形状部１７１に対してストッパー部材１
４の係止突起１４３がアーム１４２のばね作用により弾性的に係脱され、上側部抱持部材
２０Ｍを適宜の高さで停止すると、その位置でストッパー係合部材１７の波形形状部１７
１とストッパー部材１４の係止突起１４３が弾性的に係合し、上側部抱持部材２０Ｍが当
該高さに固定される。続いて、必要に応じて、左右両側部支持部材３０Ｍを上下動させて
、左右両側部支持部材３０Ｍ間の間隔をタブレット型コンピュータの幅程度又はそれより
少し大きい幅に開いておく。この場合、各回動アーム３１を上方に向けて回動することに
より、左右両側部支持部材３０Ｍ間の間隔を狭くすることができ、反対に、各回動アーム
３１を下方に向けて回動することにより、左右両側部支持部材３０Ｍ間の間隔を広くする
ことができる。この状態で、タブレット型コンピュータを表示面を正面に向け、背面支持
部材１０の支持面１１の上方から、左右両側部支持部材３０Ｍ間に差し込み、下側部抱持
部材２０ｐに掛け、コンピュータの背面と背面支持部材１０の支持面１１を対接させる。
続いて、必要があれば、左右両側部支持部材３０Ｍを少し上下動させて、左右両側部支持
部材３０Ｍ間の間隔をタブレット型コンピュータの幅に合わせてコンピュータの両側部に
当接させる。そして、上側部抱持部材２０Ｍを下方に押し下げて、上側部抱持部材２０Ｍ
の水平面２０１をコンピュータの上側部に当接させ、上側部抱持部材２０Ｍの垂直面２０
２をコンピュータの正面の上部縁部に係止する。この状態は（図３参照）ストッパー係合
部材１７の波形形状部１７１とストッパー部材１４の係止突起１４３との弾性的係合によ
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り固定される。これによりタブレット型コンピュータは背面支持部材１０の支持面１１上
に上下両側部抱持部材２０及び左右両側部支持部材３０により支持固定され、支持装置に
より、コンピュータの設置面上に、コンピュータの表示面を正面、左右方向又は左右方向
に斜めに、上下方向又は上下方向に斜めになど、表示面が見やすく、タッチパネルの操作
も行いやすいユーザの求める任意の方向に向けて設置される。そして、この場合、可動式
の支持装置を採用することにより、タブレット型コンピュータを使用するときにこのコン
ピュータをユーザの使いやすい所定の位置に任意の方向に向けて配置することができ、使
用しないときはこのコンピュータを当該所定の位置から離れて邪魔にならない適宜の位置
に移動することができる。また、この場合、（図３参照）必要に応じて錠前ユニット１５
を使用し、支持ホルダ１に設置されたタブレット型コンピュータを使用者以外の者によっ
て持ち出されることがないように、キーによって上側部抱持部材２０Ｍをロックすること
により、タブレット型コンピュータを支持ホルダ１にセットして放置していても、タブレ
ット型コンピュータを支持ホルダ１から取り外すことはできず、ユーザの錯誤によるコン
ピュータの取り違いやコンピュータの盗難を確実に防止することができる。
　また、この支持ホルダ１からタブレット型コンピュータを取り外す場合は上記と反対の
操作を行えばよい。すなわち、錠前ユニット１５を使って上側部抱持部材２０Ｍをロック
している場合は、そのロックを解除する。続いて、支持ホルダ１の上側部抱持部材２０Ｍ
を上方に必要な適宜の高さまで引き上げて、背面支持部材１０の上部を開放する。このと
き、左右両側部支持部材３０を上下動させ、左右両側部支持部材３０間の間隔をタブレッ
ト型コンピュータの幅よりも少し大きく開いておくとよい。そして、この状態で、タブレ
ット型コンピュータを左右両側部支持部材３０の間から引き抜いて、支持ホルダ１から取
り外す。
　図８にこの支持ホルダ１にタブレット型コンピュータに保護カバーを用いず、タブレッ
ト型コンピュータそれ自体を直接セットする場合を示している。この場合、間隔調整部材
４０を背面支持部材１０の支持面１１に取り付けて、タブレット型コンピュータを上記と
同様にセットすればよい。このようにしてタブレット型コンピュータをセットすることに
より、コンピュータは各抱持部材２０及び各支持部材３０と背面支持部材１０の支持面１
１上の間隔調整部材４０に各抱持部材２０及び各支持部材３０のクッション材２１、２２
、２３と間隔調整部材４０のクッション材４２とにより弾性的に接触して支持され、コン
ピュータの表面にキズが付いたりすることがなく保持される。この支持ホルダ１からコン
ピュータを取り外す場合、上記と同様に取り外せばよい。
【００１８】
　以上説明したように、この支持ホルダ１及びこれを用いた支持装置では、タブレット型
コンピュータの背面に対して当接可能な支持面１１を有し、支持装置に取り付けられる背
面支持部材１０と、タブレット型コンピュータの上側部を抱持可能に形成され、上下方向
に進退可能な可動式の側部抱持部材２０Ｍ、及び下側部を抱持可能に形成され、左右方向
に移動可能な可動式の一対の側部抱持部材２０ｐからなる上下両側部抱持部材２０と、タ
ブレット型コンピュータの左右両側部に当接支持可能に形成され、左右間の間隔を調整可
能に外側に向けて変位可能な可動式の支持部材３０Ｍからなる左右両側部支持部材３０と
を備え、背面支持部材１０が支持面１１を任意の方向に向けて支持装置に取り付けられ、
タブレット型コンピュータを支持面１１上に上下両側部抱持部材２０及び左右両側部支持
部材３０により支持固定するようにしたので、オフィス、工場、学校、家庭などで机や台
の上、あるいは壁面、また、自動車他各種乗り物の内部を含むタブレット型コンピュータ
を設置しようとする各所の設置面に備え付ける各種形式の支持装置に台座として取り付け
て、当該設置面上にタブレット型コンピュータを、このコンピュータの表示面をユーザが
見やすく、タッチパネルの操作も行いやすい任意の方向に向けて設置することができる。
そして、この場合、可動式の支持装置を採用することにより、タブレット型コンピュータ
を使用するときにこのコンピュータを机や台の上あるいは壁面上、また各種乗り物内の所
定の位置にコンピュータの表示面をユーザの使いやすい所定の位置で任意の方向に向けて
配置することができ、使用しないときはこのコンピュータを当該所定の位置から離れて邪



(11) JP 5509136 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

魔にならない適宜の位置に移動することができる。
【００１９】
　また、この支持ホルダ１及びこれを用いた支持装置によれば、特に、上側部抱持部材２
０Ｍは背面支持部材１０の後面側に設けられるスライド部材１６の上部に一体的に断面略
Ｌ字形に形成され、スライド部材１６が背面支持部材１０の後面側に、スライド部材１６
を上下方向に移動案内するためのガイド部材１８、及びスライド部材１６を上下方向任意
の位置で固定するためのストッパー部材１４を介して配設されて、スライド部材１６によ
り上下方向にスライド可能に取り付けられるので、上側部抱持部材２０Ｍを上方に引き上
げたり下方に押し下げたりして、この上側部抱持部材２０Ｍを任意の高さに固定すること
ができ、上側部抱持部材２０Ｍを上方に必要な適宜の高さまで引き上げて、背面支持部材
１０の上部を開放することにより、この支持ホルダ１にタブレット型コンピュータの取り
付け、取り外しを容易に行うことができ、また、上側部抱持部材２０Ｍを、タブレット型
コンピュータの大きさが異なる場合でも、タブレット型コンピュータの高さに合わせて押
し下げ、コンピュータの上側部を確実に押え支持することができる。
【００２０】
　さらに、この支持ホルダ１及びこれを用いた支持装置によれば、特に、左右両側部支持
部材３０は、背面支持部材１０の後面側に回動可能に取り付けられ、先端が当該背面支持
部材１０の両側部から突出される一対の回動アーム３１と、各回動アーム３１の先端に当
該先端の回りを上下方向に回動可能に取り付けられ、前方に向けて突出される一対の支持
アーム３２とを有し、各回動アーム３１の回動位置により左右両側部支持部材３０間の間
隔を調整し、各支持アーム３２の回動により各支持アーム３２をタブレット型コンピュー
タの一方の側部に合わせて角度を調整するようにしたので、左右両側部支持部材３０間の
間隔を、タブレット型コンピュータの大きさが異なる場合でも、タブレット型コンピュー
タの幅に合わせて調整し、左右両側部支持部材３０でコンピュータの両側部を確実に支持
することができる。
【００２１】
　またさらに、この支持ホルダ１及びこれを用いた支持装置によれば、特に、少なくとも
上側部抱持部材２０Ｍが背面支持部材１０の上部から前方に向けて突出され、タブレット
型コンピュータの上側部を抱持可能な位置で上側部抱持部材２０Ｍの動きを規制して施錠
する施錠部材１５を備え、支持ホルダ１に設置されたタブレット型コンピュータを使用者
以外の者によって持ち出されることがないように、キーによって上側部抱持部材２０Ｍを
固定するようにしたので、タブレット型コンピュータを支持ホルダ１にセットしたまま放
置していても、タブレット型コンピュータを支持ホルダ１から取り外すことができないた
め、ユーザ同士の錯誤によるコンピュータの取り違いやコンピュータの盗難を確実に防止
することができる。
【００２２】
　またさらに、この支持ホルダ１及びこれを用いた支持装置によれば、特に、背面支持部
材１０と当該背面支持部材１０の上下両側部から突出される上下両側部抱持部材２０との
間隔はタブレット型コンピュータに用いる各種の保護カバーの厚さを含んでタブレット型
コンピュータの厚さよりも大きく設定され、タブレット型コンピュータを直接支持すると
きの間隔を調整するため、背面支持部材１０の支持面１１に、支持面１１とタブレット型
コンピュータの背面との間に介在させる間隔調整部材４０を着脱可能に備えるので、この
間隔調整部材４０により、タブレット型コンピュータに保護カバーを用いない場合でも、
タブレット型コンピュータを直接、支持ホルダ１に上記と同様に支持固定して、上記と同
様の効果を奏することができる。
【００２３】
　なお、この実施の形態では、下側部抱持部材２０を左右方向に移動可能な可動式の抱持
部材２０ｐとしたが、この下側部抱持部材２０は背面支持部材１０の下側部に固定されて
もよい。また、上側部抱持部材２０Ｍと下側部抱持部材２０が反対の構成であってもよい
。このようにしても上記と同様の作用効果を得ることができる。
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　また、左右両側部支持部材３０は一対の回動アーム３１と一対の支持アーム３２とによ
り外側に向けて変位可能に構成されているが、一方の側部支持部材３０のみが回動アーム
３１と支持アーム３２とにより外側に向けて変位可能に構成され、他方の側部支持部材３
０が背面支持部材１０の他方の側部に固定されてもよい。このようにしても上記と同様の
作用効果を得ることができる。
【００２４】
　また、この実施の形態では、上下両側部抱持部材２０の可動式の側部抱持部材２０Ｍが
背面支持部材１０の後面側に設けられるスライド部材１６の上部又は下部に一体的に断面
略Ｌ字形に形成され、スライド部材１６が背面支持部材１０の後面側に、スライド部材１
６を上下方向に移動案内するためのガイド部材１８、及びスライド部材１６を上下方向任
意の位置で固定するためのストッパー部材１４を介して配設されて、スライド部材１６に
より上下方向にスライド可能に取り付けられているが、この可動式の側部抱持部材は断面
略Ｌ字形の単体からなり、背面支持部材の上部又は下部にヒンジを介して前後方向に回動
可能に取り付けられるようにしてもよい。そして、この場合、この可動式の側部抱持部材
が少なくとも背面支持部材の上部又は下部から前方に向けて突出され、タブレット型コン
ピュータの上側部を抱持可能な位置で、側部抱持部材の回動を規制して施錠する施錠部材
を併せて備えてもよい。このようにしても上記と同様の作用効果を得ることができる。
　さらに、左右両側部支持部材３０の可動式の側部支持部材３０Ｍは、背面支持部材１０
の後面側に回動可能に取り付けられ、先端が当該背面支持部材１０の一方の側部から突出
される回動アーム３１と、回動アーム３１の先端に当該先端の回りを上下方向に回動可能
に取り付けられ、前方に向けて突出される支持アーム３２とを有し、回動アーム３１の回
動位置により左右両側部支持部材３０間の間隔を調整し、支持アーム３２の回動により支
持アーム３２をタブレット型コンピュータの一方の側部に合わせて角度を調整するように
したが、この可動式の側部支持部材は、背面支持部材の後面側にスライド可能に取り付け
られ、先端が当該背面支持部材の一方の側部から突出されるスライドアームと、スライド
アームの先端に前方に向けて突出される支持アームとを有し、スライドアームのスライド
位置により左右両側部支持部材間の間隔を調整するようにしてもよい。このようにしても
上記と同様の作用効果を得ることができる。
【符号の説明】
【００２５】
１　タブレット型コンピュータ用支持ホルダ
１０　背面支持部材
１１　支持面
１２　取付面
１２０　取付部材
１２１　取付部
１２２　支持固定部
１２３　開口
１３　係止穴
１３０　円形の穴
１３１　溝
１４　ストッパー部材
１４１　取付ベース
１４２　アーム
１４３係止突起
１５　施錠部材（錠前ユニット）
１５０　鍵穴
１５１　ロックプレート
１６　スライド部材
１６０　ガイド穴
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１６１　溝
１７　ストッパー係合部材
１７１　波形形状部
１８　ガイド部材
１８０　スラストワッシャ
１８１　ガイドピン
２０　上下両側部抱持部材
２０Ｍ　可動式の側部抱持部材
２０１　水平面
２０２　垂直面
２０ｐ　抱持部材
２０３　軸挿通穴
２１　クッション材
２２　クッション材
２３　クッション材
３０　左右両側部支持部材
３０Ｍ　可動式の側部支持部材
３１　回動アーム
３１１　軸挿通部
３１２　軸挿通部
３１３　軸挿通部
３２　支持アーム
３２０　軸挿通部
３２１　取付部
３２２　支持部
３３　軸
３４　軸
３５　軸
３６　樹脂ワッシャ
４０　間隔調整部材
４１　取付プレート
４０１　係止部材
４０２　軸
４０３　突状部
４２　クッション材
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